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１．指定給水装置工事事業

者制度の指定の更新制について

（内容）

1-1 指定の有効期間

1-2 指定の更新手続き
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1-1 指定の有効期間

水道法第25条の3の2第１項 指定の更新

第16条の2第1項の指定は、5年ごとにその更新を
受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失う。

【解説】

令和元年10月１日に施行された改正水道法では、
給水装置工事事業者の指定の有効期間を設けてい
る。指定の効力は５年とされ、有効期間内に更新
を受けない場合は、その効力を失う。
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1-2 指定の更新手続き
①水道法に基づく届出

更新の手続きにあたっては、水道法第25条の2 （指
定の申請）及び第25条の3 （指定の基準）を準用する
こととなるため、新規での指定の要件と同様となる。

【更新時に必要な書類（北九州市）】
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1-2 指定の更新手続き

②厚生労働省通知「水道法の一部改正に伴う指定給水装置
工事事業者制度への指定の更新制の導入について」に基づ
く確認事項 ４項目あります４項目あります

⑴ 指定給水装置工事事業者の講習会の受講状況
水道事業者等が開催する指定給水装置工事事業者

を対象とした講習会の受講実績について確認する。

確認事項４項目とは？確認事項４項目とは？
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1-2 指定の更新手続き 確認事項４項目とは？確認事項４項目とは？

（2） 指定給水装置工事事業者の業務内容
水道利用者に提供する指定給水装置工事事業者に関す

る情報の充実を図り水道利用者の利便性の向上を図ると
ともに、給水装置工事に係るトラブルを防止する観点か
ら、指定給水装置工事事業者の業務内容について確認す
る。
確認する業務内容としては、以下の事項が挙げられる。
① 営業時間等：営業時間、修繕対応時間、休業日
② 漏水修繕等：屋内給水装置の漏水修繕、埋設部の

漏水修繕、その他
③ 対応工事等：配水管分岐部から水道メーターまでの

新設・改造工事、水道メーターから屋内給水装置ま
での新設・改造工事
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1-2 指定の更新手続き 確認事項４項目とは？確認事項４項目とは？

⑶ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
確認の対象となる研修については、外部機関による研

修の他、事業所内訓練等による自社内研修が想定される
が、以下に挙げられる事項が含まれていることなど、給
水装置工事主任技術者等の技術力の確保に資する内容で
あることを確認する。
①水道法（給水装置関連）

・給水装置工事主任技術者の職務と役割
・給水装置の構造及び材質

②給水装置及び給水装置工事法に関する最新の技術情報
③給水装置の事故事例と対策技術
④給水装置の維持管理(故障・異常の原因と修繕工事法)
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1-2 指定の更新手続き 確認事項４項目とは？確認事項４項目とは？

なお、公益財団法人給水工事技術振興財団において、
給水装置工事主任技術者に対し、全国統一的に必要な知
識等を習得させるためのe-ラーニング研修や、現地研修
会が行われるので、活用されたい。

Ｐ４
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1-2 指定の更新手続き 確認事項４項目とは？確認事項４項目とは？

⑷ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状
況

給水装置工事に際しては、水道法施行規則第36条第
2号の規定に基づき配水管から分岐して給水管を設ける
工事等を施行する場合において、適切に作業を行うこと
ができる技能を有する者を従事又は監督させることとし
ており、指定更新の申請時に確認する。

この「適切に作業を行うことができる技能を有する者
」としては、具体的には、次スライドの資格等が想定さ
れるが、いずれの場合も、配水管への分水栓の取付け、
配水管のせん孔、給水管の接合等の経験を有している必
要がある。
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1-2 指定の更新手続き 確認事項４項目とは？確認事項４項目とは？

・水道事業者等によって行われた試験や講習により、資
格を与えられた配管工（配管技能者、その他類似の名称
のものを含む。）

・職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44
条に規定する配管技能士

・職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事
の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者

・公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技
能に係る検定会の合格者
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1-2 指定の更新手続き

【更新時に確認した情報の取り扱いについて】
更新時に確認する４項目の中から、指定給水工事事業

者の業務内容をはじめとした、お客様が指定工事事業者
を選択する際に有用となるような情報をホームページ等
で発信することも想定しておりますので、情報に変更が
あった際には、変更の届出をお願いします。



２．指定給水装置工事事業者

制度の概要

（内容）

2-1 給水装置の法的位置付け

2-2 指定給水装置工事事業者制度の概要

2-3 指定給水装置工事事業者の遵守事項

2-4 給水装置工事主任技術者の職務等
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2-1 給水装置の法的位置付け

水道法第３条第９項

「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水
道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた
給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

「直結する給水用具」とは、

給水管に容易に取り外しのできない構造で接続し、
有圧のまま給水できる給水栓等の用具
※ホースなど容易に取り外し可能なものは除外

受水槽は配水管分岐から受水槽注入口の給水用具（ボールタップ等）まで

14



図1-1 給水装置概念図

2-1 給水装置の法的位置付け

○ 給水装置は、給水管、水道メーター及び給水用具から構成
○ 水道法施行令第６条に定める給水装置の構造及び材質の基

準に適合している必要がある。 15

個人北九州市



2-2 指定給水装置事業者制度の概要

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受
ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に
基づく政令で定める基準に適合することを確保す
るため、当該水道事業者の給水区域において給水
装置工事を適正に施行することができると認めら
れる者の指定をすることができる 。

水道法第16条の2第1項

指定給水装置工事事業者
16



2-3 指定給水装置事業者の遵守事項

○ 給水装置工事主任技術者の配置（事業所ごと）
（水道法第25条の3）

○ 水道事業者への届出（主任技術者の選任、解任、指定事項
の変更、事業を廃止、休止、再開）
（水道法第25条の4、水道法第25条の7 ）

○ 事業運営の基準に従い適正な給水装置工事の運営に努める
（水道法25条の8及び同法施行規則36条）

上記法令等に違反した場合、水道事業者は指定工事事業者

の指定の取消をすることができる（水道法第25条の11）
17



2-3 指定給水装置事業者の遵守事項

水道法施行規則第36条 事業運営の基準

① 給水装置工事主任技術者の指名（給水装置工事ごと）

② 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置
（配水管から分岐して給水管を設ける工事など）

③ 水道事業者の承認を受けた工法、工事条件への適合

④ 研修機会の確保
（給水装置工事主任技術者やその他の工事従事者）

⑤ 構造及び材質の基準への適合、機械器具の適正使用

⑥ 記録の保存（工事ごと、3年間）※重要 トラブル防止

18



2-4 給水装置工事主任技術者の職務等

水道法25条の4、同法施行規則23条

① 給水装置工事に関する技術上の管理

② 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

③ 構造及び材質の基準に適合していることの確認

④ 工事に関する水道事業者との連絡調整

（水道法施行規則第23条）
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3．給水装置等に関する留意事項

（内容）

3-1 給水装置の構造及び材質の基準

3-2 給水装置工事

3-3 貯水槽水道

20



3-1-1 構造及び材質基準の基本的な考え方

水道法16条 給水装置の構造及び材質

給水装置の構造・材質が基準に適合していないときは、給水
契約を拒み、又は基準に適合させるまでの間、給水を停止す
ることができる。

○ 給水契約の拒否や給水停止の発動判断基準

○ 給水装置が有すべき必要最小限の要件の基準化

21



3-1-1 構造及び材質基準の基本的な考え方

水道法施行令第６条 給水装置の構造及び材質の基準

① 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から
３０ｃｍ以上離れていること。

② 配水管への取付口における給水管の口径は、
水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

③ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある
ポンプに直接連結されていないこと。

④ 水圧、土圧等に対して充分な耐力を有し、
水が汚染され、又は漏れるおそれがないこと。

⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止するための措置が講ぜられてい
ること。（ガソリンスタンドなど注意）

22



3-1-1 構造及び材質基準の基本的な考え方

水道法施行令第6条 給水装置の構造及び材質の基準

（続き）

⑥ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されてい
ないこと。（クロスコネクション注意）

⑦ 水槽、プール、流しなど、受ける器具、施設等に給水する
給水装置は、水の逆流を防止するための措置が講ぜられて
いること。

○ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術
的細目は、厚生労働省令で定める。

23



3-1-1 構造及び材質基準の基本的な考え方

給水装置の構造及び材質に関する省令

耐圧

浸出

水撃
限界

防食

逆流
防止

耐寒

耐久
24



3-1-2 性能基準適合の確認方法
○ 自己認証

○ 第三者認証
製造者等が自らの責任で基準適合性を消費者に証明

製造者等の希望に応じて第三者認証機関が基準に適合する
ことを証明・認証

○ 給水装置の構造及び材質の基準を満足する

日本産業規格（ＪＩＳ）、日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）等

製品規格の製品など

公益社団法人
日本水道協会

一般財団法人
日本ガス機器検査協会

一般財団法人
日本燃焼機器検査協会

一般財団法人
電気安全環境研究所

【参考】
（公社）日本水道協会
特別基準適合品表示マーク

基準省令の基準に加え、
他の性能を付記した基準
に適合していることを示
すマーク

シールの場合 シールの場合
押印等
の場合

押印等
の場合

25※但し、本市での使用にて本管等に悪影響がある場合は制限有



３-2-1 給水装置工事について

水道法第３条第11項

「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の
工事をいう。

設置⇒新設、変更⇒改造、修繕、撤去工事

工事⇒調査、計画立案、設計、施工、竣工検査

26



３-2-1 給水装置工事について
工事の受注工事の受注

▼

審査審査

▼

調 査調 査

▼

計画立案・設計計画立案・設計

▼

施工の承認施工の承認

▼

工事の施工工事の施工

▼

引 渡 し引 渡 し

竣工検査竣工検査

▼
通 水通 水

▼

施主から給水装置工事の依頼を受け、給水装置工事の施工
契約を締結

現場の調査、水道事業者(関係図書の調査を含む)・関係官公
署との調整

給水装置の計画、使用材料の選定、給水装置系統図の作成、
構造材質基準に適合していることの確認、施工方法の決定

設計及び使用材料が構造材質基準に適合していることの
確認

各種納付金の納付確認、道路占用許可や利害関係者の確認

道路使用の許可、配水管からの給水管分岐工事、舗装復旧、
使用材料が構造材質基準に適合していることの確認、記録
写真撮影、給水装置主任技術者による工事竣工後の検査

水道事業者による給水装置工事の竣工検査
(給水装置工事主任技術者の立会)

水道メーター交付

施主への引渡し 指定事業者の業務

上下水道局

27



３-2-2 給水装置工事の計画・設計

給水装置工事の計画

○ 工事場所及び使用目的の確認

○ 計画使用水量の決定

○ 分岐可能な配水管及びその最小動水圧の確認

○ 給水方式及び給水管口径の決定 等

給水装置工事の設計

○ 給水管及び給水用具の選定
（給水装置の構造及び材質の基準への適合が必須）

○ 工法の決定 等

28



3-2-2 給水装置工事の計画・設計

直結式

受水槽式

直結・受水槽併用式

直圧式

増圧式給水方式

①直結直圧式：配水管の圧力で直接給水

②直結増圧式：給水管途中に増圧給水設備を設置して給水

③受水槽式 ：水道水を一旦受水槽に受けて給水
29

※原則、北九州では採用していない。



３-2-2 給水装置工事の計画・設計

30

直結式直圧給水：戸建て

直結式増圧給水：戸建て以外 水槽式給水



3-2-2 給水装置工事の計画・設計

① 一戸建て等における計画使用水量

○ 同時に使用する給水用具を設定して算出する方法

○ 標準化した同時使用水量により求める方法

② 集合住宅等における計画使用水量

○ 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

○ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

（従前からの方法、新たな方法）

○ 給水用具負荷単位による方法

○ 各戸使用水量と給水戸数の同時使用率による方法
31



３-2-3 給水装置工事の施工

給水装置工事の施工

○ 個々の現場状況や工種に応じた施工計画、品質管理

○ 関係諸法令や各種基準などに基づく的確な施工

○ 発注者（施主）が求める適正な施工 等

配水管から分岐して給水管を設ける工事

○ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置

○ 水道事業者の承認を受けた工法、工期等の条件への適合

等

32



3-2-3 給水装置工事の施工

道路内工事における留意事項

① 施工管理

・工事説明・広報

・断水など施工時間が定められた箇所での工程管理

② 工事に伴う公衆災害の防止

・道路交通法など関係法令の遵守、適切な措置

③ 道路占用及び掘削手続き

・道路管理者、交通管理者の許可条件の遵守

・民有道路、他人の所有地における適切な許可・承諾
（工事申込者が承諾を得る）※トラブルになり易い

33



3-2-3 給水装置工事の施工
道路内工事における留意事項

④ 地下埋設物の取扱い

・各埋設管管理者への照会

・状況により、試験掘削が必要

⑤ 事故発生時等の応急措置

・直ちに必要な措置

・事故状況及び措置内容の報告（水道事業者、関係機関）

⑥ 配管工事

・所定の埋設深さ、土被りの確保

・防食措置、維持管理面に配慮、サンドエロ-ジョン防止

・耐震性に優れた給水装置の設置に留意（需要者要望） 34



3-2-3 給水装置工事の施工
サンドエロ-ジョン現象によるガスの供給停止

35

離隔３０ｃｍ以上
取れない場合はゴム板等設置

サンドエロージョン写真



3-2-3 給水装置工事の施工

事故防止の基本事項

○ 各工種に適した工法に従って施工

○ 地下埋設物の有無を確認、埋設物管理者による立会い

○ 周囲の地盤のゆるみ、沈下に注意、適切な防護措置

○ 溶接機、切断機など火気を伴う機械器具の取扱に注意

○ 各工種に応じた適切な人材配置、機械器具の操作確認

○ 材料の荷崩れ防止、運搬、積みおろし時に歩行者等に注意

○ 適切な保安施設を設置（道路管理者の定める基準等）

36



3-2-3 給水装置工事の施工
給水装置工事主任技術者による工事竣工後の検査

（※詳細は、表2-2-1（書類検査）、2-2-2（現地検査）による）

○ 構造材質基準に適合していることの確認

・竣工図などの書類、現地検査により確認
・クロスコネクションに特に注意（汚染水が水道本管へ）

○ 通水確認

・各給水用具の吐水量、作動状態について確認

・水道メータ経由の確認（メータクロスに注意 料金取違）

○ 耐圧試験（現地）

○ 水質の確認（現地にて残留塩素の確認）
37



3-3 貯水槽水道

水 道
導管、その他の

工作物により「水
を人の飲料に適す
る水」として供給
する施設の総体
(法3条1項)

水 道 事 業
給水人口が5,000人

を超える水道｡
(法3条3項読み替え)

簡易水道事業
給水人口が5,000人

以下の水道。
(法3条3項)

直 結

小規模受水槽水道
有効容量10ｍ3以下

水道を水源と
する受水 槽

水道事業者
の所管範囲

都道府県知事（市又は特
別区の場合は、市長又は

区長）の所管範囲

注-1)水道法逐条解説による。
※ 図中の法とは、水道法をいう

専 用 水 道
地中又は地表の施設が次の場合
①φ25㎜以上の導管延長1500ｍ超
②有効容量100ｍ３超
（法施行令１条）

専 用 水 道
（水道事業からの供給水以外を水源とする）

寄宿舎、社宅、診療所等における自家用の水道その
他水道事業の用に供する水道以外の水道で、次のいず
れかに該当するもの
○101人以上の居住に必要な水を供給する水道
（法３条６項）
○生活の用に供する水量が、1日最大20ｍ３を超える

水道（法施行令１条２項）

水道法の適用を受けない水道
給水人口が100人以下（法3条2項）
水源を水道事業からの供給水以外とする水道

水 道 事 業
一般の需要に応じ、水道によ

り水を供給する事業｡給水人口
100人以下の水道は除く(給水人
口とは,計画給水人口をいう注-１)

(法3条2項)

水道法規制範囲

水道用水供給事業
水道により、水道事業者に対

してその用水を供給する事業
(法3条4項)

簡易専用水道
有効容量10ｍ3超
(法施行令2条)

都道府県知事（市又は特別
区の場合は、市長又は特別
区の区長）が条例を定め規
制することは可能

貯 水 槽 水 道
（法第14条2項5号）

水道事業者の
関与の範囲

38
北九州市では年１回文書指導を実施



４．給水装置の維持管理

（内容）

4-1 給水装置の維持管理

4-2 逆流に係る事故防止

39



4-1 給水装置の維持管理

需 要 者

需 要 者

需 要 者水道事業者

水 道 事 業 者

所有者

新設・改造工事

水質基準への適合

維持管理

40

水道事業者

北九州市の維持管理区分（各市町村によって違うので注意）



4-2 逆流に係る事故防止
逆流防止対策

○ 吐水口空間の確保
・吐水口最下端から越流面までの垂直距離
・近接壁から吐水口中心までの水平距離（※25mmを超えるものは最下端）

○ 逆流防止弁の設置

・ばね式、自重式等

○ 負圧破壊

・バキュームブレーカ等
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4-２ 逆流に係る事故防止

減圧式逆流防止器

単式逆止弁

吸排気弁

配水管

給水管

水道用直結加圧型ポンプユニット

中高層建物への逆流防止器設置例 42



5．誤接合（クロスコネクション）
に係る事故防止

（内容）

5-1 事故防止のための取組み

5-2 事故事例

43



５．誤接合（クロスコネクション）
に係る事故防止

当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連
結されていないこと

水道法施行令第6条第1項第6号

「給水装置以外の水管」とは、

工業用水道、井戸水、農業用水道、温泉、雨水等の
貯留水、薬品関係など上水道以外の配管のほか、上
水道の受水槽以下の配管も含まれる

44



5-1-1 工事施工後の残留塩素濃度の確認等

※ 残留塩素濃度の測定は、取出し工事の際には分岐部において、工事
完了後は末端給水栓において行い、水道水であることを確認する。

○ その他水管の埋設状況、管表示テープ（青）確認

○ 残留塩素濃度の確認（適宜、臭気・色・濁り等も確認）

①分岐せん孔後

②工事完了後

45



5-1-2 危険度の高い施設への立入調査

○ 危険度の高い薬品類を使用している、又は、
水質汚染事故発生の危険度の高いなどの業種

○ 水道以外の水を併用している業種

・毒物劇物取扱業（メッキ）
・クリーニング業
・写真及び製版業
・印刷業
・染色業 等

・工業用水道水との併用
・井戸水等との併用 等

46



47

5-1-2 危険度の高い施設への立入調査

※水道法施行令で定める給水装置の構造及び材質基準に適合しない事例

事故例：井戸水との誤接合

その他事故例 ①公道上で他の水管との誤接合

②施設内で工業用水道との誤接合

③水道水に冷却水（油分を含む）が混入（クーリングタワー等）



6．給水装置工事に関する

信頼性の向上
（内容）

6-1 水道事業者における取組み

6-2 指定工事事業者における取組み
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6-1 水道事業者における取組み

○ お客さまのニーズに応じた指定工事事業者等に
関する情報提供
・緊急的な修繕依頼にも対応可能な指定事業者

に関する情報提供

・給水装置工事を依頼する際の留意点
（複数事業者からの見積、契約内容の確認など）

等

49



6-2 指定工事事業者における取組み

○ 法令の遵守

法令関係の遵守は、信頼性の基本

法令等に違反した場合、水道事業者は指定工事事業者

の指定の取消をすることができる（水道法第25条の11）

厚生労働大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を

受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置

工事主任技術者免状の返納を命ずることができる

（水道法第25条の5第3項）
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6-2 指定工事事業者における取組み

［指定に関する届出の違反事例］

○ 事業の休止・廃止・再開の届出がない。

（特に休止・廃止の届出忘れに注意）

○ 事業所の名称、所在地等の変更の届出がない。

○ 給水装置工事主任技術者の選任・解任の届出がない。

（特に解任の届出忘れに注意）
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6-2 指定工事事業者における取組み

［工事に関する届出の違反事例］

○ 水道事業者へ工事申込みの手続きを行わないで施行した。

○ 水道事業者の工事承認を得ないで施行した。

○ 水道事業者へ設計変更の届出を行わず、当初の申込みとは

大きく異なる施行をした。

○ 道路管理者へ道路占用申請を行わず道路を掘削し、

給水管引込工事を施行した。
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6-2 指定工事事業者における取組み

［不正・不誠実な行為の事例］

○ 入居に間に合わすため、水道事業者に無届で私設メーター
を設置し、水道水を使用した。

○ 水道事業者の水道メーターを無断で他の場所に流用した。

○ 所有者に無断で給水装置工事申込書を作成し、
虚偽の申請をした。

○ ガス管と配水管を取り違えて穿孔し、どこにも通報しない
でガス管を修理バンドで自己修理した。
後日、ガス漏れが発生して発覚した。
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6-2 指定工事事業者における取組み

［給水装置の構造及び材質の基準違反事例］

○ 工場で地下水設備配管と給水装置とを接続させた。

地下水が配水管に逆流して発覚した。

○ 給水装置の構造及び材質の基準に適合しない材料を

給水装置に使用した。
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6-2 指定工事事業者における取組み

○ 工事代金、施工等に関するトラブル防止

・費用明細がわかる見積書の作成

（特になじみの少ない費用に
ついては、十分説明）

・わかりやすい工事内容説明

（工事内容等を十分理解し、
納得した上で施工）

○ 接遇・モラルに関する社員教育の徹底

・お客さま目線の思考で自己診断

・社員教育の中であいさつや会釈など接遇の基本動作確認
55



［対策例］

○ 見積りのための費用、出張費用等が必要なときは、費用を
請求する場合とその金額について、必ず事前に説明し、
了承を得る。

○ 掘削に状況により見積額が変わる場合は、想定できることを
出来るだけ詳細に説明し、見積書に記載する。

○ 見積内容について、十分に説明
を行い、お客さまの納得を得た
うえで工事着手する。

○ 施工中に予期していないことが
判明し、追加費用が必要となった
場合は、その時点でお客さまに説明
し、協議する など

6-2 指定工事事業者における取組み
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国土交通省水管理・国土保全局
水道事業課水道計画指導室 専門官

水道工事におけるガス管損傷事故の防止について（依頼）

水道行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
ガス事業者以外の者が行う建設工事等において、ガス管を損傷するなどの事
故が毎年発生していることを受け、経済産業省産業保安・安全グループガス
安全室から、別紙「建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について(協力
依頼)」（令和８年３月３日付経済産業省産業保安・安全グループガス安全室
長通知）のとおり、ガス管損傷事故の未然防止を徹底するよう協力依頼があ
りました。
つきましては、水道事業者及び水道用水供給事業者におかれましても、水道
工事におけるガス管損傷事故の防止及び受注者等への注意喚起を徹底してい
ただくようお願いいたします。



建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について

ガス事業者（都市ガス及び液化石油ガスの供給に係る事業者をいう。以下同じ。）以外
の者が行う建設工事等（道路関係工事、土木関係工事、建築関係工事、解体関係工事
、上下水道関係工事、その他の工事をいう。以下同じ。）において、毎年ガス管を損傷す
る等の事故が発生しています。

最近では、以下のような事故が発生しています。

・井戸の修繕工事において敷地内を掘削したところ、ガス管と給水管を見誤りディスクグ

ラインダーにより切断し、その結果火花が漏えいしたガスに着火したことから作業員を含
む２名が負傷（２０２５年１月）

・解体工事作業中に電動のこぎりでガス管を切断した際に着火し、作業員１名が負傷（２
０２５年５月）

・水道工事における掘削作業にて、建設機械にてガス管を損傷した後、ガス管修理のた

め掘削溝を掘り広げようとした際に電動工具を使用したため、漏えいしたガスに着火し、
作業員２名が負傷（２０２５年５月）



1. 建設工事等の前には、ガス事業者に対し、埋設されたガス管の有無、その配置及
び使用状況について照会するとともに、必要に応じ、当該建設工事等にガス事業
者の立会いを求めること。なお、液化石油ガスの供給区域であってもガス管が埋
設されていることがあることから、ＬＰガス事業者への確認を徹底すること。

2. ガス事業者に照会して得られた情報は、現場の工事作業者全員に周知を行い、
適切な工事作業が行われるようにすること。

3. ガス管が埋設されている付近では、火気や電動工具の使用を避け、特に慎重に手
掘り等で作業すること。

4. 需要家敷地内に引き込まれる埋設ガス管は、歩道部や車道部の浅い箇所に存在
する場合が多いため、特に注意すること。

5. 建設工事等の際、ガス管又はガス管かどうか判断できない埋設管を見つけたとき
は、ガス事業者に連絡すること。

6. ガスの臭いを感じた時は、火気や電動工具の使用を中止し、すぐにガス事業者に
連絡すること。








